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高松市告示第２３４号                        

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項及び高松市会

計規則（昭和３９年高松市規則第３４号）第４４条第１項の規定により、高松

市南部クリーンセンターのごみ処理手数料の徴収及び収納事務を次のとおり委

託したので、地方自治法第２４３条の２第２項及び高松市会計規則第４４条第

３項の規定に基づき告示します。  

  

令和８年４月１４日  

                   高松市長  大  西  秀  人  

１  委託先の住所及び氏名  

高松市中新町１１番１号  

高松環境テクノロジー株式会社  

代表取締役  吉本  玄  

２  委託の内容  

  高松市南部クリーンセンターのごみ処理手数料の徴収及び収納に関する事

務  

３  指定公金事務取扱者の指定をした日  

令和８年４月１日  

４  委託をした日  

  令和８年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 


